
コロナ禍における新たな事業 

近江八幡市子育てサークル・子育て支援団体活動応援事業 を実施しています！ 

 
事業概要は下記のとおり。 

➢事業目的 

 地域社会全体で子育て家庭を支援し、子どもの育ちを支えるという意識を高めるための取り組みの一環として、

市内で児童福祉の向上及び子育て親子に対する支援活動を実施している子育てサークルや子育て支援団体の  

登録を行い、その活動の育成及び活性化を図ることを目的に、登録制度を設けている。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症によりその活動にも影響を及ぼしており、今後ウィズコロナの中にあっ

ても、十分な感染症予防に取り組むことで、更に活動を活性化することができるよう、これらの団体の活動を   

支援することを目的とする。 

➢事業内容 

 ・サークル等の活動をするうえで、新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要な衛生用品及び衛生備品の購入

に係る経費の補助金を支給する。 

➢補助要件 

 次の要件をすべて満たす子育てサークル等とする。 

 ・令和２年１２月１日時点において、「本市子育てサークル・子育て支援団体の登録制度」に登録している団体

であること。 

 ・おおむね月 1回以上、広く市民を対象とした子育て支援活動を継続していること。 

 ・令和３年度以降の事業継続が見込めること。 

➢補助対象期間 

  令和３年１月１日～令和３年３月３１日までに購入した物品とする。 

➢補助基準額 

  〇団体割：１団体につき５万円 

〇活動割：広く市民を対象とした子育て支援活動の開催回数１回につき１万円 

     １団体につき、２０万円を上限とし、補助金の額は対象経費と基準額を比較して少ない方とする。 

➢補助対象物品 

 ・マスク、消毒薬等衛生用品および体温計、空気清浄機等新型コロナウイルス感染症拡大防止のための 

衛生備品とする。 

 

現在の事業実施状況は、次のとおりです。 

 

情報提供 

≪事業実施状況≫ 

◆対象団体１１団体のうち、５団体から申請がありました。 

 （支出内容の一例） 

 ・活動時に使用するマスク、消毒液、体温計、空気清浄機、サーキュレーター等の購入 

 ・オンラインフォーラムに使用するためのマイクやスピーカー購入 

・「育児講座」を You Tube 配信するための周辺機器購入 ほか 

◆申請のなかった６団体は、補助要件を満たさない等の理由により申請されませんでした。 

 

感染対策をしながら、 

より活発な子育て支援活動を 

継続いただいています！ 
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